
PFI 推進委員会への提案メモ      平成 22 年 4月 19 日 

PFI 推進委員会委員 米田雅子 

 

１ PFI を、簡易、通常、大規模の型に分け、各々にふさわしい制度を構築する。 

 ○「簡易型」は、地方自治体や地域企業向けに、手続きの抜本的な簡素化と類型毎の具 

  体的例示を行うと共に、地方自治の下で民間との柔軟な対話や運用を行いやすくする。 

 ○「通常型」は、簡素化と類型化を図り、一般の公務員が扱えるものにするとともに、 

  民間の創意工夫を取り入れるために、より柔軟な制度とする。 

 ○「大規模型」は、インフラ維持・運用の民間移行などが行えるよう、資金調達運用や 

  VFM、リスク管理などを精査したものとする。海外展開への応用も視野にいれる。 

 

２ 今後、増大する社会基盤の維持管理の民間活用については、PFI に加えて、 

  指定管理者、市場化テストなどを適宜選んで活用する。ベスト事例集を作成する。 

  なお、市場化テストも簡素化が望まれる。 

     指定管理者も対象業務の拡大が望まれる。（エリアマネージメント等） 

 

３ PFI 適用の支障となる法規制については、特区を活用する。 

  地方自治体の判断で法律の柔軟運用ができるよう規制緩和の特例の併用を進める。 

  総合特区（検討中）の活用も検討する。 

 

４ ローカル PFI（簡易型）の拡大／地域活性化に資する PFI 対象業務の拡大 

  ・地域の既存施設の有効活用（転用リフォーム含む）-添付資料参照 

  ・道路の維持・管理の一括委託 

  ・公有林整備の一括委託 等 

 

 

資料９ 



 

５ 施設運営型 PFI を普及させるための条件整備 

更なる民間活用を促進するにあたっては、施設建設型だけでなく施設運営型に PFI を

拡大する必要があり、そのためには、民間事業者育成の観点からの取り組み、新たな

民間事業者が参入し易いような案件のスキーム設計と諸制度の整備が必要である。 

・官民のリスク分担の検討（保険） 

・本当に民間の力が活用できる柔軟な仕組みづくり 

（多段階選抜方式・競争的対話の導入、事業フェーズに応じた equity の持ち方等） 

  

                              以 上 
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補
助
金
適
正
化
法
の
弾
力
運
用
が
実
現

　

こ
れ
ま
で
、「
市
町
村
合
併
後
の
旧
庁
舎
を
産
業

振
興
用
施
設
に
転
用
で
き
な
い
」「
学
校
用
給
食
セ
ン

タ
ー
で
高
齢
者
向
け
の
給
食
の
調
理
が
で
き
な
い
」

「
廃
校
後
の
校
舎
の
転
用
の
た
め
の
手
続
き
が
煩
雑

で
あ
る
」
な
ど
の
問
題
が
、
自
治
体
や
住
民
を
困
ら

せ
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
補
助
金
適
正
化
法
で
、「
国
の
補
助

金
を
使
っ
て
整
備
し
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
自
治
体

が
当
初
定
め
た
用
途
以
外
に
目
的
を
変
更
す
る
際

は
、
決
め
ら
れ
た
耐
用
年
数
を
過
ぎ
る
か
補
助
金
を

全
額
返
還
し
な
け
れ
ば
、
転
用
や
譲
渡
、
取
り
壊
し

な
ど
が
で
き
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
施
設
の
法
的
な
耐
用
年
数
の
多
く
が
50

年
程
度
と
長
く
、
補
助
金
の
返
還
も
自
治
体
の
厳
し

い
財
政
事
情
か
ら
難
し
か
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
法
律
に
お
い
て
も
、
耐
用
年
数
に
達

し
な
い
場
合
で
も
、
主
務
大
臣
の
承
認
を
得
る
か
、

地
方
自
治
体
が
地
域
再
生
計
画
を
作
り
そ
の
計
画
の

一
環
と
し
て
な
ら
ば
、
補
助
金
を
返
還
せ
ず
に
、
目

的
外
使
用
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
承
認
基
準

が
省
庁
ご
と
に
異
な
る
ほ
か
、
転
用
後
の
用
途
を
所

轄
官
庁
の
関
係
分
野
に
限
定
す
る
な
ど
、
多
大
な
労

力
と
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
付
く
た
め
、
文
部
科
学
省

が
廃
校
の
転
用
で
柔
軟
な
運
用
を
行
っ
て
い
る
ほ
か

は
、
転
用
の
実
績
は
あ
ま
り
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
問
題
に
、
地
方
六
団
体
、
地
方
分
権
改
革
推

進
委
員
会
、
規
制
改
革
会
議
な
ど
が
取
り
組
み
、
そ

の
成
果
と
し
て
、「
完
成
後
10
年
た
て
ば
、
報
告
だ

け
で
自
治
体
が
自
由
に
転
用
や
処
分
が
で
き
、
補
助

金
の
返
還
も
不
要
と
な
る
」「
10
年
未
満
で
も
、
市
町

村
合
併
や
地
域
再
生
の
施
策
に
伴
う
場
合
は
、
10
年

た
っ
た
も
の
と
同
様
に
す
る
」
と
い
う
画
期
的
な
緩

和
が
、
平
成
21
年
度
に
実
現
し
た
。

　

既
存
施
設
の
転
用
に
よ
る
地
域
活
性
化

　

現
在
、
過
疎
の
地
方
に
あ
る
立
派
な
建
物
は
、

ほ
と
ん
ど
が
公
共
建
築
物
と
い
っ
て
も
よ
い
。
昭

和
62
年
か
ら
平
成
11
年
に
か
け
て
、
日
本
全
国
の

文
化
会
館
の
数
は
、
７
８
２
か
ら
１
７
５
１
へ
、

図
書
館
の
数
は
１
８
０
１
か
ら
２
５
９
３
へ
、
美

術
館
は
３
７
９
か
ら
９
８
７
へ
と
増
え
た
。
博
物

館
（
類
似
施
設
を
含
む
）
に
至
っ
て
は
、
２
３
１
１

か
ら
５
１
０
９
ま
で
増
え
た
。

　

ち
な
み
に
、「
文
化
会
館
」
の
名
の
つ
く
施
設
は
、

文
部
省
（
現
・
文
部
科
学
省
）
が
建
設
時
に
補
助
金

を
出
し
た
施
設
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
農
水

省
の
場
合
は「
ふ
る
さ
と
会
館
」、
厚
生
省（
現
・
厚

生
労
働
省
）で
は「
福
祉
会
館
」の
名
前
が
つ
く
。
ど

の
省
庁
の
助
成
で
建
設
さ
れ
た
の
か
が
す
ぐ
分
か

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
省
庁
ご
と
の
縦
割
り

で
、
地
方
に
施
設
が
建
て

ら
れ
、
建
設
時
の
用
途
目

的
以
外
の
使
用
が
、
耐
用

年
数
を
経
過
す
る
ま
で
、

原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
公
民
館
や
事
務
所
の

耐
用
年
数
は
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
は
50
年
、
鉄

骨
造
は
38
年
、
木
造
は
24

年
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
ひ
も
つ
き

補
助
金
の
交
付
金
化
が
進

ん
で
も
、
過
去
の
補
助
金

に
付
け
ら
れ
た「
ひ
も（
制

約
）」
を
、
時
代
の
変
化
に

応
じ
て
緩
め
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
地
方

に
せ
っ
か
く
あ
る
公
的
施

設
が
生
か
せ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
や
っ
と
自
由
に
な

る
。
今
回
の
規
制
緩
和
は
、

ひ
も
つ
き
補
助
金
を
過
去

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
交
付
金

化
す
る
画
期
的
な
も
の

で
、
地
方
自
治
体
の
財
政

健
全
化
と
地
方
活
性
化
の
起
爆
剤
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
地
方
自
治
体
以
外
の
保
有
す
る
補
助

金
施
設
、
例
え
ば
第
３
セ
ク
タ
ー
や
公
社
、
外
郭

団
体
な
ど
が
国
の
補
助
金
を
利
用
し
て
建
設
し
た

施
設
に
つ
い
て
は
、
規
制
が
残
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
農
林
水
産
省
は
、
地
方
公
共
団
体
以
外
の
保

有
す
る
10
年
以
上
た
っ
た
補
助
財
産
を
転
用
す
る

と
き
に
は
、
農
水
省
の
枠
内
で
あ
れ
ば
「
報
告
」
だ

け
で
よ
い
が
、
農
水
省
の
枠
以
外
に
転
用
す
る
こ

と
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
了
解
が
必
要
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
制
限
は
残
る
も
の
の
、
弾
力
的
な
運

用
を
基
本
方
針
と
し
て
い
る
た
め
、
従
来
よ
り
も

大
幅
な
緩
和
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　

ロ
ー
カ
ル
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
活
用
し
た
既
存
施
設
の
再
生

　

今
後
は
、
地
域
活
性
化
に
結
び
付
く
施
設
の

活
用
方
法
を
、
民
間
か
ら
提
案
し
実
施
す
る
Ｐ

Ｆ
Ｉ
で
実
現
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ

（Private Finance Initiative

）と
は
、
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
際
し
て
公
共
・
公
益
的
施
設
が
必

要
な
と
き
に
、
民
間
が
主
体
と
な
っ
て
資
金
を

準
備
し
施
設
の
建
設
・
整
備
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
の

運
営
を
行
う
手
法
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
大
き
な
庁

舎
の
建
て
替
え
工
事
な
ど
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
多

か
っ
た
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
あ
る
が
、
本
来
は
小
規
模
で
多

様
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
も
適
用
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
合
併
後
の
空
き
庁
舎
を
転
用
す
る
計

画
と
実
施
を
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
募
集
す
る
。
主
に
公
共
施

設
・
公
益
的
施
設
へ
の
転
用
を
条
件
と
す
る
が
、

付
帯
施
設
で
民
間
事
業
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。

補
助
金
適
正
化
法
の
弾
力
運
用
と

ロ
ー
カ
ル
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
活
用

慶
應
義
塾
大
学
理
工
学
部
教
授
、
内
閣
府
規
制
改
革
会
議
委
員
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
推
進
委
員
会
委
員　

米
田
雅
子

表　補助金等適正化法第二十二条の規定に基づく各省各庁の長の承認について

平成20年3月28日補助金等適正化中央連絡会議幹事会資料抜粋

一 近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対

応するため、又既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るため、概ね十年経過した

補助対象財産については、補助目的を達成したものとみなす。当該財産処分の承認につ

いては、原則、報告等をもって国の承認があったものとみなす制度（包括承認制）を手続の

簡素化の観点から導入するとともに、承認の際、用途や譲渡先等について差別的な取扱

いをしないこと及び国庫納付を求めないこととする。なお、補助目的の達成や補助対象財産

の適正な使用を確保する観点から、有償の譲渡・貸付の場合に国庫納付を求めること、当

該補助対象財産に係る行政需要への対応状況の提出を求めることなど、必要最小限の条

件を付することができるものとする。

二 概ね十年経過前であっても、災害による損壊等、補助事業者等の責に帰することのできな

い事由による財産処分や、市町村合併、地域再生等の施策に伴う財産処分については、

一と同様とする。

図1　補助金等適正化法緩和の適用例

従来の問題点

①財産処分の承認の際に、国庫納付を求めら
れたり、転用・譲渡などの用途・相手先に制
限があった。

②各府省の承認基準や手続にばらつきがあった。

弾力化の効果

①既存施設の有効活用がしやすくなり、地域活
性化に寄与。

②承認基準の明確化・手続の簡素化
（包括承認制度を導入）

（例）
《文部科学省》

学校統廃合による
空き教室

〔建築後15年〕

特産品加工販売
施設等

〔非公共用〕

（転用） 学校統廃合による
空き教室

〔建築後15年〕

特産品加工販売
施設等

〔非公共用〕

（転用）

●観光振興による地域づくり
●若年層の流出等による農林水産業をはじめとした担い手不足
➡行政需要の変化にかんがみ、国庫納付（返還）不要で転用可に。

図1　補助金等適正化法緩和の適用例

従来の問題点

①財産処分の承認の際に、国庫納付を求めら
れたり、転用・譲渡などの用途・相手先に制
限があった。

②各府省の承認基準や手続にばらつきがあった。

（例）
《文部科学省》

学校統廃合による
空き教室

〔建築後15年〕

※内閣府規制改革推進室資料抜粋
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地
域
の
方
々
の
自
由
な
発
想
を
生
か
す
た
め
に
、

使
途
は
限
定
し
な
い
。

　

ま
ず
、
空
き
庁
舎
の
活
用
提
案
を
公
募
す
る
。

そ
の
結
果
、
市
民
や
事
業
者
か
ら「
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
／
会
議
室
、
調
理
室
、
ホ
ー
ル
な
ど
」「
起
業

家
の
た
め
の
レ
ン
タ
ル
オ
フ
ィ
ス
を
併
設
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」「
保
育
園
と
学
童
保
育
な

ど
が
入
っ
た
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
」な
ど
の
提
案
が
寄

せ
ら
れ
る
。
市
は
そ
れ
ら
の
提
案
を
審
査
し
、
活

用
案
を
決
定
す
る
。

　

そ
の
決
定
案
を
基
に
、
市
が
実
施
方
針
を
策
定

し
事
業
概
要
を
公
表
す
る
。
公
表
後
、
民
間
意
見

を
取
り
入
れ
た
上
で
、
市
は
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
実
施

を
決
定
し
、
民
間
事
業
者
を
募
集
す
る
。
公
正
な

審
査
会
に
よ
っ
て
、
民
間
事
業
者
が
提
出
し
た
プ

ラ
ン
の
中
か
ら
、
最
も
適
切
な
プ
ラ
ン
が
選
ば
れ

る
。
市
と
民
間
事
業
者
の
契
約
後
に
、
そ
の
民
間

事
業
者
が
、
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
施
設
の
コ
ン
バ
ー

ジ
ョ
ン
リ
フ
ォ
ー
ム
（
用
途
変
更
改
修
）
を
行
い
、

施
設
を
運
営
す
る
。

　

こ
れ
は
１
つ
の
例
で
あ
り
、
実
際
に
は
多
様
な

形
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
が
考
え
ら
れ
る
。
財
政
の
厳
し
い
自

治
体
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
業
を
、
新
規
の
施
設

建
設
か
ら
行
え
ば
、
多
額
の
費
用
が
掛
か
り
、
採

算
が
と
れ
な
い
。
し
か
し
、
既
存
の
施
設
の
コ
ン

バ
ー
ジ
ョ
ン
リ
フ
ォ
ー
ム
（
用
途
変
更
改
修
）
で
あ

れ
ば
、
費
用
も
少
額
で
済
む
。
運
営
も
民
間
の
力

を
生
か
し
て
効
率
的
に
行
え
る
。
財
政
が
厳
し
い

と
い
っ
て
も
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
要
望
は
高
ま
り

つ
つ
あ
る
。
地
域
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
事
業
を
、

地
域
の
主
体
的
な
取
り
組
み
で
実
現
す
る
ロ
ー
カ

ル
Ｐ
Ｆ
Ｉ
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

地
方
か
ら
「
国
民
の
声
」
に
要
望
を
出
そ
う

　

こ
の
補
助
金
適
正
化
法
の
よ
う
に
、
国
の
規
制

が
、
効
率
的
な
事
業
活
動
や
公
正
な
競
争
を
妨
げ

て
い
る
と
感
じ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
多
い
と
思
う
。

た
だ
、
規
制
を
緩
和
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
も
、

ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
こ
と

が
多
い
。
政
府
に
は
、

誰
で
も
規
制
緩
和
の

要
望
の
出
せ
る
目
安

箱
の
よ
う
な
仕
組
み

が
あ
る
。「
国
民
の
声

／
ハ
ト
ミ
ミ.com

」

と
し
て
、
国
民
か
ら

広
く
国
の
制
度
に
か

か
わ
る
要
望
を
受
け

付
け
て
い
る
。

　

規
制
改
革
の
要
望

は
、
個
人
、
企
業
、

団
体
、
自
治
体
、
ど

の
よ
う
な
立
場
か
ら

も
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
名
前
を
非
公
開

に
も
で
き
る
。
具
体

的
な
事
例
が
た
く
さ

ん
集
ま
れ
ば
、
規
制

を
変
え
る
原
動
力
に
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
地
域
活
性
化
と
い
え
ば
、
税
金
で

集
め
た
予
算
の
配
分
や
公
共
事
業
に
目
が
い
き
が

ち
だ
っ
た
が
、
時
代
遅
れ
の
法
制
度
が
地
方
の
活

力
を
低
下
さ
せ
て
い
る
面
も
否
め
な
い
。
地
方
を

元
気
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
制
度
を
活
用
し
て
ほ

し
い
。

（
詳
し
く
は
、http://w

w
w

.cao.go.jp/

sasshin/hatom
im

i/index.htm
l

）
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図2　PFI事業のプロセス〔市による空き庁舎の活用の例〕

空き庁舎の活用提案の公募・審査・決定

市が事業の概要を公表（実施方針の策定および公表）

市がＰＦＩ事業の実施を決定（特定事業の評価・選定・公表）

民間事業者の募集・選定・公表（審査委員会による）

市と民間事業者の契約

空き庁舎の改修工事、運営

（民間事業者の質問・意見）

※効果・効率性の客観的評価

※官民のリスク分担


